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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つの交流電源から受電した交流電圧を複数の充電器に分配する給電制御装置と、前記
給電制御装置から受電した交流電圧を整流・平滑して複数の蓄電池を充電する複数の充電
器を備えた充電システムにおいて、
　前記給電制御装置は、各充電器に流入する交流電流の大きさを監視して各充電器への交
流電圧の供給を切換制御するように構成し、蓄電池に大きな充電電流が流入する充電開始
初期においては、所定の１つの充電器への給電のみを行い、この１つの充電器への流入電
流を監視して該流入電流が充電飽和電流値に低下したときに他の１つの充電器への給電を
開始するような通電切換制御を行うように構成し、
　前記各充電器は、第１の充電器は、受電する交流電圧の流入電流の最大値が第１の最大
値以下となるように設定され、他の第２の充電器は、受電する交流電圧の流入電流の最大
値が前記第１の最大値から前記第１の充電器における充電飽和電流を差し引いた値の第２
の最大値となるように設定され、他の第３の充電器は、受電する交流電圧の流入電流の最
大値が前記第１の最大値から前記第１の充電器における充電飽和電流と前記第２の充電器
における充電飽和電流を差し引いた値の第３の最大値となるように設定され、
　前記給電制御装置は、第１の充電器、第２の充電器、第３の充電器の順に給電を開始す
ることを特徴とする充電システム。
【請求項２】
　請求項１において、前記給電制御装置は、商用電源の１つのコンセントに接続されて交
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流電圧を受電することを特徴とする充電システム。
【請求項３】
　請求項１または２において、前記給電制御装置は、充電器を接続する複数の出力用コン
セントと、前記出力用コンセントに接続された充電器の有無を検出する充電器接続有無検
出手段を備えたことを特徴とする充電システム。
【請求項４】
　請求項１～３の１項において、前記給電制御装置は、前記各種の制御処理を実行する制
御回路と、充電状態を通信回線を使用してＥ－メール報告するＷｅｂコントローラを備え
たことを特徴とする充電システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、充電システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　充電された蓄電池（充電可能な蓄電池やコンデンサなど）を電源装置として使用する多
数の機器や施設が存在する。このような電源装置として使用する蓄電池の充電は、充電器
を商用電源のコンセントに接続して受電した交流電圧を整流・平滑して作成した直流電源
により行うことが多い。
【０００３】
【特許文献１】特開平８－１８２２０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　商用電源の一般的なコンセントは、１００Ｖ，１．５ＫＶＡの使用電力容量規制がある
ことから、１つのコンセントを複数の充電器で使用して複数の蓄電池を並列的に充電する
充電システムを構成することが困難である。すなわち、蓄電池は、充電開始初期に大きな
充電電流が流入することから、コンセントの負荷電流が充電開始初期には該コンセントの
規制値を超えてしまう恐れがある。このようなことは、１つのコンセントの使用電力容量
規制に限らず、充電に使用する商用電源のその他の使用電力容量規制についても言える。
【０００５】
　本発明の１つの目的は、使用電力容量が規制された電源を使用して複数の蓄電池を効率
良く充電することができる充電システムを実現することにある。
【０００６】
　本発明の他の目的は、使用電力容量が規制された商用電源を使用して複数の蓄電池を効
率良く充電することができる充電システムを実現することにある。
【０００７】
　本発明の他の目的は、使用電力容量が規制された商用電源の１つのコンセントを使用し
て複数の蓄電池を効率良く充電することができる充電システムを実現することにある。
【０００８】
　本発明の他の目的は、使用電力容量が規制（１００Ｖ／１．５ＫＶＡ）された商用電源
の一般的な１つのコンセントを使用して複数の蓄電池を効率良く充電することができる充
電システムを実現することにある。
【０００９】
　本発明の他の目的は、稼動状態を通信回線にＥ－メール送信することができる充電シス
テムを実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、給電制御装置が１つの交流電源から受電した交流電圧を複数の充電器に分配
し、各充電器により整流・平滑して該各充電器に接続した蓄電池を並列的に充電すること
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ができるように構成した充電システムにおいて、
　前記給電制御装置は、各充電器に流入する交流電流の大きさを監視して各充電器への交
流電圧の供給を切換制御するように構成し、蓄電池に大きな充電電流が流入する充電開始
初期においては、所定の１つの充電器への給電のみを行い、この１つの充電器への流入電
流を監視して該流入電流が充電飽和電流値（充電完了状態においても流れる電流）に低下
したときに他の１つの充電器への給電を開始するような通電切換制御を行う
ように構成し、
　前記各充電器は、第１の充電器は、受電する交流電圧の流入電流の最大値が第１の最大
値以下となるように設定され、他の第２の充電器は、受電する交流電圧の流入電流の最大
値が前記第１の最大値から前記第１の充電器における充電飽和電流を差し引いた値の第２
の最大値となるように設定され、他の第３の充電器は、受電する交流電圧の流入電流の最
大値が前記第１の最大値から前記第１の充電器における充電飽和電流と前記第２の充電器
における充電飽和電流を差し引いた値の第３の最大値となるように設定され、
　前記給電制御装置は、第１の充電器、第２の充電器、第３の充電器の順に給電を開始す
ることを特徴とする
ものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、使用電力容量が規制された電源を使用して複数の蓄電池を効率良く充
電することができる充電システムを実現することができる。
【００１２】
　また、使用電力容量が規制された商用電源を使用して複数の蓄電池を効率良く充電する
ことができる充電システムを実現することができる。
【００１３】
　また、使用電力容量が規制された商用電源の１つのコンセントを使用して複数の蓄電池
を効率良く充電することができる充電システムを実現することができる。
【００１４】
　また、使用電力容量が規制（１００Ｖ／１．５ＫＶＡ）された商用電源の一般的な１つ
のコンセントを使用して複数の蓄電池を効率良く充電することができる充電システムを実
現することができる。
【００１５】
　また、稼動状態を通信回線にＥ－メール送信することができる充電システムを実現する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明は、給電制御装置が１つの交流電源から受電した交流電圧を複数の充電器に分配
し、各充電器により整流・平滑して該各充電器に接続した蓄電池を並列的に充電すること
ができるように構成した充電システムにおいて、
　前記給電制御装置は、各充電器に流入する交流電流の大きさを監視して各充電器への交
流電圧の供給を切換制御するように構成し、蓄電池に大きな充電電流が流入する充電開始
初期においては、所定の１つの充電器への給電のみを行い、この１つの充電器への流入電
流を監視して該流入電流が充電飽和電流値（充電完了状態においても流れる電流）に低下
したときに他の１つの充電器への給電を開始するような通電切換制御を行うようにするも
のである。
【００１７】
　そして、最初に給電を受ける充電器は、給電制御装置から流入する交流電流の最大値が
コンセントの使用電力容量規制値に相当するように最大充電電流を制限し、
　次に給電を受ける充電器は、給電制御装置から流入する交流電流の最大値がコンセント
の使用電力容量規制値から最初に給電を受ける充電器に流入する充電飽和電流値に相当す
る電流値を差し引いた値に相当するように最大充電電流を制限し、
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　更に他の充電器が接続される構成では、更に次に給電を受ける充電器は、給電制御装置
から流入する交流電流の最大値がコンセントの使用電力容量規制値から最初に給電を受け
る充電器に流入する充電飽和電流値に相当する電流値と前記次に給電を受ける充電器に流
入する充電飽和電流値に相当する電流値を差し引いた値に相当するように最大充電電流を
制限するように構成する。
【実施例１】
【００１８】
　図１は、蓄電池充電システムの機能ブロック図である。
【００１９】
　給電制御装置１は、受電用プラグ１０１を商用電源（商用電源ＡＣ１００Ｖ）２のコン
セント３（使用電力容量規制値：ＡＣ１００Ｖ　１．５ＫＶＡ）に接続して受電し、各種
の制御回路を介して３つの出力用コンセント１０２～１０４に充電器用電源（ＡＣ１００
Ｖ）を出力する。
【００２０】
　３つの充電器４～６は、受電用プラグ４０１，５０１，６０１を前記出力用コンセント
１０２～１０４に接続して充電器用電源を受電し、変圧・整流・平滑して蓄電池７～９を
充電する。
【００２１】
　給電制御装置１は、受電用プラグ１０１で受電したＡＣ１００Ｖの商用電源を３０Ａの
負荷電流で遮断動作するブレーカ機能を備えた電源スイッチ１０５を介し、更に、電流検
出回路１０６と通電切換え・過電流保護回路１０７と過電流遮断器（ヒューズ）１０８と
充電器接続有無検出器１０９を介して前記出力用コンセント１０２～１０４に供給し、更
には、内部電源回路１１０と電圧検出回路１１１にも給電する。
【００２２】
　内部制御回路１１２は、マイクロコンピュータを使用して構成し、内部電源回路１１０
から出力される内部直流電源を受電して作動し、各種入力スイッチ１１３及びＷｅｂコン
トローラ１１４から入力される指示に従って運転制御を実行し、制御状態を各種表示器１
１５により表示すると共に前記Ｗｅｂコントローラ１１４に送信する制御処理を実行する
。
【００２３】
　各種入力スイッチ１１３は、運転開始スイッチと、各電流設定値を設定する電流値設定
スイッチと、モード設定スイッチとを備える。
【００２４】
　Ｗｅｂコントローラ１１４は、既知のＷｅｂコントローラを使用して構成する。
【００２５】
　各種表示器１１５は、運転表示灯と、モード表示灯と、各出力用コンセント１０２，１
０３，１０４のそれぞれに対応させて設置した緑色、橙色、赤色の３個１組の充電状態表
示灯と、補助バッテリー動作表示灯とを備える。
【００２６】
　電源スイッチ１０５の具体的な構成について、図２を参照して説明する。この電源スイ
ッチ１０５は、電磁操作で駆動可能なスイッチであり、電磁リレー１０５１を遠隔制御す
ることにより通電回路中の開閉器１０５２を開放する構成である。また、前記開閉器１０
５２は、通電制御用開閉接点と連動する外部出力接点１０５３を内蔵する。
【００２７】
　電流検出回路１０６の具体的な構成について、図３を参照して説明する。この電流検出
回路１０６は、各出力用コンセント１０２～１０４に流れる電流をそれぞれ検出する回路
である。図３は、図４を参照して後述する通電切換え・過電流保護回路１０７における電
磁スイッチ１０７１の入力回路に挿入した電流センサ１０６１１を使用する電流検出回路
１０６１を示している。
【００２８】
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　電流センサ１０６１１は、電流計測用ホール素子を使用し、交流検出信号を整流・ピー
クホールド回路１０６１２により直流の検出電流値信号に変換して出力する。
【００２９】
　他の電磁スイッチ１０７２，１０７３の入力回路に対応する電流検出回路１０６２，１
０６３も同様に構成する。
【００３０】
　次に、通電切り換え・過電流保護回路１０７と過電流遮断器（ヒューズ）１０８の具体
的な構成について、図４を参照して説明する。通電切り換え・過電流保護回路１０７は、
前記出力用コンセント１０２～１０４への給電を選択的に切り換えると共に過電流が流れ
たときに給電を遮断し、過電流遮断器１０８は、前記出力用コンセント１０２～１０４に
危険なほどの電流が流れたときに溶断して給電を遮断する回路手段である。
【００３１】
　図４は、電源スイッチ１０５から各出力用コンセント１０２～１０４に至る回路を具体
的に示している。
【００３２】
　通電切り換え・過電流保護回路１０７は、各出力用コンセント１０２～１０４に出力す
るＡＣ１００Ｖ商用電源供給回路中に、それぞれ、電磁スイッチ１０７１，１０７２，１
０７３の開閉接点１０７１ａ，１０７１ｂ、１０７２ａ，１０７２ｂ、１０７３ａ，１０
７３ｂを挿入し、各電磁スイッチ１０７１～１０７３の電磁コイル１０７１ｃ，１０７２
ｃ，１０７３ｃの励磁電流を制御リレー１０７４，１０７５，１０７６の開閉接点１０７
４ａ，１０７５ａ，１０７６ａにより制御し、各制御リレー１０７４～１０７６の電磁コ
イル１０７４ｂ，１０７５ｂ，１０７６ｂは、内部制御回路１１２により制御される制御
トランジスタ１０７７，１０７８，１０７９により制御する構成である。
【００３３】
　そして、電磁スイッチ１０７１～１０７３は、内部制御回路１１２により制御プログラ
ムに従って間接的に制御されて各出力用コンセント１０２～１０４への給電を切り換え、
過電流が流れた出力用コンセント１０２～１０４への給電を遮断する。
【００３４】
　過電流遮断器１０８は、各出力用コンセント１０２～１０４と通電切換え・過電流保護
回路１０７における開閉接点１０７１ａ～１０７３ａの間の回路中に挿入した過電流溶断
型のヒューズ１０８１，１０８２，１０８３である。
【００３５】
　充電器接続有無検出器１０９は、前記出力用コンセント１０２～１０４に前記充電器４
～６の受電用プラグ４０１～６０１が接続されているかどうかを検出するために使用する
充電接続有無検出端子１０９１，１０９２，１０９３を備える。
【００３６】
　この充電器接続有無検出器１０９の具体的な構成について、図５を参照して説明する。
充電器接続有無検出器１０９は、各検出端子１０９１～１９０３の電位を確認することに
よって各出力用コンセント１０２～１０４に各充電器４～６の受電用プラグ４０１～６０
１が接続されているかどうかを検出する。ここでは、出力用コンセント１０２への受電用
プラグ４０１の接続有無検出を例にとって説明する。
【００３７】
　出力用コンセント１０２の負荷インピーダンスは、この出力用コンセント１０２に受電
用プラグ４０１が接続されていないときには略無限大であるが、受電用プラグ４０１を接
続すると充電器４の内部インピーダンス相当値に減少する。
【００３８】
　そこで、電磁スイッチ１０７１の開閉接点１０７１ａ，１０７１ｂと並列にバイパス抵
抗１０９４，１０９５を接続して漏洩電流を発生させて検出端子１０９１の電位を出力用
コンセント１０２への受電用プラグ４０１の接続有無によって変化させ、この検出端子１
０９１の電位を比較回路１０９６に入力して分圧抵抗回路１０９７によって生成した比較
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規準電位と比較することによって出力用コンセント１０２への受電用プラグ４０１の接続
有無を判定して出力端子１０９８に検出信号を出力する構成である。
【００３９】
　この充電器接続有無検出器１０９は、出力用コンセント１０２に接続された受電用プラ
グ４０１に反応するように設けたマイクロスイッチなどによっても実現することができる
。
【００４０】
　内部電源回路１１０の具体的な構成について、図６を参照して説明する。この内部電源
回路１１０は、電源スイッチ１０５から供給されるＡＣ１００Ｖ電源及び回路内に設けた
補助バッテリー電源電圧から該装置内部での制御処理に使用する低電圧（ＤＣ５Ｖ，１２
Ｖ，２４Ｖ）の内部直流電源を生成する回路手段である。
【００４１】
　スイッチング電源回路１１０１は、ノイズフィルタ１１０２を介してＡＣ１００Ｖの商
用電源を入力し、降圧・整流・平滑してＤＣ１２Ｖの直流電圧を生成する。そして、コン
バータ１１０３，１１０４は、前記スイッチング電源回路１１０１または後述する内部補
助バッテリーから供給される直流電圧からＤＣ５Ｖ，ＤＣ２４Ｖの直流電圧を生成する。
【００４２】
　７．２Ｖの内部補助バッテリー１１０５は、平常時に、スイッチング電源回路１１０１
が生成するＤＣ１２Ｖ電圧により抵抗器１１０６と前記電源スイッチ１０５の外部出力接
点１０５３とラッチングリレー１１０７を介して充電しておき、停電が発生すると、内部
補助バッテリー１１０５からダイオード１１０８を介しての電源供給に切り換わり、Ｗｅ
ｂコントローラ１１４が電圧検出回路１１１からの検出信号により停電発生を認識したと
きには、Ｗｅｂコントローラ１１４の処理が終了した時点で内部補助バッテリー１１０５
の放電を防止する為に該Ｗｅｂコントローラ１１４による制御によってラッチングリレー
１１０７を開いて該内部補助バッテリー１１０５からの給電を遮断する。
【００４３】
　各種表示器１１５における内部バッテリー動作表示器１１５１は、スイッチング電源回
路１１０１からの出力電圧で動作する電磁リレー１１０９に制御されて点灯／消灯する発
光ダイオードであり、スイッチング電源回路１１０１が正常な出力電圧を生成するように
動作している状態では電磁リレー１１０９が開路して発光ダイオード１１５１を消灯し、
ＡＣ１００Ｖの商用電源が停電してスイッチング電源回路１１０１が正常な出力電圧を出
力しなくなったときに電磁リレー１１０９が閉路して発光ダイオード１１５１を点灯する
。
【００４４】
　電圧検出回路１１１は、電源スイッチ１０５から内部に商用電源ＡＣ１００Ｖが供給さ
れているかどうかを検出する。この電圧検出回路１１１は、商用電源ＡＣ１００Ｖが給電
されると接点をＯＮ動作させるリレーを使用して構成する。
【００４５】
　この充電システムにおいて使用する充電器４，５，６は、図示説明は省略するが、次の
ように構成されていることが望ましい。
【００４６】
　第１の充電器４は、受電する交流電圧の流入電流の最大値が第１の最大値（商用電源に
接続されたコンセントの使用電力容量規制値＝１．５ＫＶＡ）以下となるように設定され
る。
【００４７】
　第２の充電器５は、受電する交流電圧の流入電流の最大値が前記第１の最大値から前記
第１の充電器４における充電飽和電流（２Ａ）を差し引いた値の第２の最大値となるよう
に設定される。
【００４８】
　第３の充電器６は、受電する交流電圧の流入電流の最大値が前記第１の最大値から前記
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第１の充電器４における充電飽和電流と前記第２の充電器５における充電飽和電流を差し
引いた値の第３の最大値となるように設定される。
【００４９】
　このように構成した蓄電池充電システムは、次のような充電制御を実行する。
【００５０】
　図１に示すように、給電制御装置１の受電用プラグ１０１を商用電源２のコンセント３
に接続し、出力用コンセント１０２～１０４に充電器４～６の受電用プラグ４０１～６０
１を接続し、各充電器４～６に蓄電池７～９を接続する。そして、電源スイッチ１０５を
投入し、各種入力スイッチ１１３から運転開始を指示して充電制御を開始させる。
【００５１】
　給電制御装置１は、充電制御運転を開始すると、出力用コンセント１０２～１０４に対
する受電用プラグ４０１～６０１の接続を確認し、蓄電池７を充電する充電器４への給電
を開始すると共に出力用コンセント１０２に流れる流入電流の大きさを監視する。
【００５２】
　そして、図７に示すように、蓄電池７の充電が進んで出力用コンセント１０２に流れる
流入電流が充電飽和電流値に相当する電流値まで低下したのを確認すると、蓄電池８を充
電する充電器５への給電を開始すると共に出力用コンセント１０３に流れる流入電流の大
きさを監視する。蓄電池８の充電が進んで出力用コンセント１０３に流れる流入電流が充
電飽和電流値に相当する電流値まで低下したのを確認すると、蓄電池９を充電する充電器
６への給電を開始すると共に出力用コンセント１０４に流れる流入電流の大きさを監視す
る。
【００５３】
　そして、この充電制御状態の情報は、Ｗｅｂコントローラ１１４によって通信回線にＥ
－メール送信され、充電システム設置場所以外の場所で知ることができる。
【００５４】
　このような充電制御運転を実行することにより、給電制御装置１が商用電源のコンセン
ト３から蓄電池充電のために受電する合計電流は、コンセント３の使用電力容量規制値の
範囲内に抑えることができ、複数の蓄電池７～９を効率的良く充電することができる。
【００５５】
　図８は、この充電システムにおける運転制御の全体的な制御処理のフローチャートであ
る。
【００５６】
　ステップＳ１
　給電制御装置１の受電用プラグ１０１が商用電源２のコンセント３に接続され、電源ス
イッチ１０５が投入されると内部電源回路１１０が機能して内部電源が立ち上がり、内部
制御回路１１２とＷｅｂコントローラ１１４に給電を開始する。そして、各種入力スイッ
チ１１３における運転開始スイッチが入力されると、充電制御運転を開始する。
【００５７】
　ステップＳ２
　内部制御回路１１２が制御処理を開始する。
【００５８】
　ステップＳ３
　制御処理を開始した内部制御回路１１２は、各種入力スイッチ１１３におけるモード設
定スイッチにより設定されたモードの判定処理を行って処理を分岐する。
【００５９】
　ステップＳ４
　監視モードの制御処理を実行する。
【００６０】
　ステップＳ５
　充電モードの制御処理を実行する。
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【００６１】
　ステップＳ６
　Ｗｅｂコントローラ１１４が制御処理を開始する。
【００６２】
　ステップＳ７
　制御処理を開始したＷｅｂコントローラ１１４は、各種入力スイッチ１１３におけるモ
ード設定スイッチにより設定されたモードの判定処理を行って処理を分岐する。
【００６３】
　ステップＳ８
　監視モードの制御処理を実行する。
【００６４】
　ステップＳ９
　充電モードの制御処理を実行する。
【００６５】
　ステップＳ１０
　各モードの制御処理を終了すると電源スイッチ１０５を遮断する制御処理を実行する。
【００６６】
　図９は、内部制御回路１１２が実行する監視モードの制御処理（ステップＳ４）を具体
的に示すフローチャートである。
【００６７】
　ステップＳ４０１
　内部制御回路１１２は、監視モードの制御処理を開始すると、各コンセント１０２（１
），１０３（２），１０４（３）に対する処理に順不同に分岐する。
【００６８】
　ステップＳ４０２
　出力用コンセント（１）１０２に対応する電流検出回路１０６１の検出電流値（負荷電
流）及び電流設定値（負荷の有無を判定するために入力スイッチ１１３により設定した基
準値）を取り込む。
【００６９】
　ステップＳ４０３
　出力用コンセント１０２に対応する検出電流値と電流設定値を大小比較して処理を分岐
する。
【００７０】
　ステップＳ４０４
　検出電流値が電流設定値より大きくないときには、検出信号ＯＮを生成する。
【００７１】
　ステップＳ４０５
　検出電流値が電流設定値より大きいときには、検出信号ＯＦＦを生成する。
【００７２】
　ステップＳ４０６
　生成した検出信号をＷｅｂコントローラ１１４に出力する。
【００７３】
　ステップＳ４０７
　出力用コンセント（２）１０３に対応する電流検出回路１０６２の検出電流値及び電流
設定値を取り込む。
【００７４】
　ステップＳ４０８
　出力用コンセント１０３に対応する検出電流値と電流設定値を大小比較して処理を分岐
する。
【００７５】
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　ステップＳ４０９
　検出電流値が電流設定値より大きくないときには、検出信号ＯＮを生成する。
【００７６】
　ステップＳ４１０
　検出電流値が電流設定値より大きいときには、検出信号ＯＦＦを生成する。
【００７７】
　ステップＳ４１１
　生成した検出信号をＷｅｂコントローラ１１４に出力する。
【００７８】
　ステップＳ４１２
　出力用コンセント（３）１０４に対応する電流検出回路１０６３の検出電流値及び電流
設定値を取り込む。
【００７９】
　ステップＳ４１３
　出力用コンセント１０４に対応する検出電流値と電流設定値を大小比較して処理を分岐
する。
【００８０】
　ステップＳ４１４
　検出電流値が電流設定値より大きくないときには、検出信号ＯＮを生成する。
【００８１】
　ステップＳ４１５
　検出電流値が電流設定値より大きいときには、検出信号ＯＦＦを生成する。
【００８２】
　ステップＳ４１６
　生成した検出信号をＷｅｂコントローラ１１４に出力する。
【００８３】
　図１０は、内部制御回路１１２が実行する充電モードの制御処理（ステップＳ５）を具
体的に示すフローチャートである。
【００８４】
　ステップＳ５０１
　内部制御回路１１２が充電モードの制御処理を開始すると、各出力用コンセント１０２
～１０４について、充電未完の充電器４～６の受電用コンセント４０１～６０１が接続さ
れているかどうかを繰り返し確認するための分岐処理を実行する。
【００８５】
　ステップＳ５０２
　出力用コンセント１０２に充電未完の充電器４の受電用プラグ４０１が接続されている
かどうかを確認して処理を分岐する。
【００８６】
　ステップＳ５０３
　出力用コンセント１０２に充電未完の充電器４の受電用プラグ４０１が接続されている
ときには、出力用コンセント１０２（充電器４）に対する給電制御を充電待機モードに設
定すると共に対応する充電状態表示灯（緑ＬＥＤ）を点灯する。
【００８７】
　ステップＳ５０４
　他の出力用コンセント１０３，１０４（充電器５，６）が充電モードに設定されている
かどうかを確認して処理を分岐する。
【００８８】
　ステップＳ５０５
　他の出力用コンセント１０３，１０４（充電器５，６）が充電モードに設定されていな
いときには、出力用コンセント１０２を充電モード（電磁スイッチ１０７１の開閉接点１
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０７１ａ，１０７１ｂをＯＮ、対応する充電状態表示灯の橙ＬＥＤを点滅））に制御する
。
【００８９】
　ステップＳ５０６
　出力用コンセント１０２に充電未完の充電器４の受電用プラグ４０１が接続されていな
いとき、ステップＳ５０４において他のコンセントが充電モードであるときには、出力用
コンセント１０３に充電未完の充電器５の受電用プラグ５０１が接続されているかどうか
を確認して処理を分岐する。
【００９０】
　ステップＳ５０７
　出力用コンセント１０３に充電未完の充電器５の受電用プラグ５０１が接続されている
ときには、出力用コンセント１０３（充電器５）に対する給電制御を充電待機モードに設
定すると共に対応する充電状態表示灯（緑ＬＥＤ）を点灯する。
【００９１】
　ステップＳ５０８
　他の出力用コンセント１０２，１０４（充電器４，６）が充電モードに設定されている
かどうかを確認して処理を分岐する。
【００９２】
　ステップＳ５０９
　他の出力用コンセント１０２，１０４（充電器４，６）が充電モードに設定されていな
いときには、出力用コンセント１０３を充電モード（電磁スイッチ１０７２の開閉接点１
０７２ａ，１０７２ｂをＯＮ、対応する充電状態表示灯の橙ＬＥＤを点滅））に制御する
。
【００９３】
　ステップＳ５１０
　出力用コンセント１０３に充電未完の充電器５の受電用プラグ５０１が接続されていな
いとき、ステップＳ５０８において他のコンセントが充電モードであるときには、出力用
コンセント１０４に充電未完の充電器６の受電用プラグ６０１が接続されているかどうか
を確認して処理を分岐する。
【００９４】
　ステップＳ５１１
　出力用コンセント１０４に充電未完の充電器６の受電用プラグ６０１が接続されている
ときには、出力用コンセント１０４（充電器６）に対する給電制御を充電待機モードに設
定すると共に対応する充電状態表示灯（緑ＬＥＤ）を点灯する。
【００９５】
　ステップＳ５１２
　他の出力用コンセント１０２，１０３（充電器４，５）が充電モードに設定されている
かどうかを確認して処理を分岐する。
【００９６】
　ステップＳ５１３
　他の出力用コンセント１０２，１０３（充電器４，５）が充電モードに設定されていな
いときには、出力用コンセント１０４を充電モード（電磁スイッチ１０７３の開閉接点１
０７３ａ，１０７３ｂをＯＮ、対応する充電状態表示灯の橙ＬＥＤを点滅））に制御する
。
【００９７】
　ステップＳ５１４
　出力用コンセント１０２～１０４に流入する電流の合計が３０Ａを超えているかどうか
を判定して処理を分岐する。
【００９８】
　ステップＳ５１５
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　合計電流が３０Ａを超えていないときには、充電モードにある充電器の充電電流が所定
時間（例えば充電開始から４時間）経過時に充電開始時の充電電流に対して所定の割合に
（例えば１／２）以下に減少しているかどうかを判定する。充電電流が所定の割合以下に
減少していないときには充電異常（１）発生と判定する。
【００９９】
　ステップＳ５１６
　充電電流が所定の範囲（例えば０．５～０．００８Ａ）内にあるかどうかを判定する。
充電電流が所定の範囲内にあるときには充電異常（２）発生と判定する。
【０１００】
　ステップＳ５１７
　充電異常（１），（２）が発生したときには、該当する出力用コンセント１０２～１０
４に対応する充電表示灯の赤ＬＥＤを点滅させると共に対応する電磁スイッチ１０７１～
１０７３を遮断（接点をＯＦＦ）する制御処理を実行する。
【０１０１】
　ステップＳ５１８
　充電異常（１），（２）に基づく制御処理情報をＷｅｂコントローラ１１４に通知する
制御を行う。
【０１０２】
　ステップＳ５１９
　出力用コンセント１０２に流れる流入電流を監視して充電が完了したかどうかを判定す
る。流入電流が充電飽和電流値以下まで低下したときには出力用コンセント１０２に接続
された充電器４による蓄電池７の充電は完了したと判定する。出力用コンセント１０２が
充電モードに設定されていないときにはこの処理はスルーする。
【０１０３】
　ステップＳ５２０
　出力用コンセント１０２を充電完了モードに設定すると共に対応する充電状態表示灯の
橙ＬＥＤを点灯する制御を実行する。
【０１０４】
　ステップＳ５２１
　出力用コンセント１０２に接続された充電器４による蓄電池７の充電が完了していない
ときは、出力用コンセント１０３に流れる流入電流を監視して充電が完了したかどうかを
判定する。流入電流が充電飽和電流値以下まで低下したときには出力用コンセント１０３
に接続された充電器５による蓄電池８の充電は完了したと判定する。出力用コンセント１
０３が充電モードに設定されていないときにはこの処理はスルーする。
【０１０５】
　ステップＳ５２２
　出力用コンセント１０３を充電完了モードに設定すると共に対応する充電状態表示灯の
橙ＬＥＤを点灯する制御を実行する。
【０１０６】
　ステップＳ５２３
　出力用コンセント１０３に接続された充電器５による蓄電池８の充電が完了していない
ときは、出力用コンセント１０３に流れる流入電流を監視して充電が完了したかどうかを
判定する。流入電流が充電飽和電流値以下まで低下したときには出力用コンセント１０４
に接続された充電器６による蓄電池９の充電は完了したと判定する。
【０１０７】
　ステップＳ５２４
　出力用コンセント１０４を充電完了モードに設定すると共に対応する充電状態表示灯の
橙ＬＥＤを点灯する制御を実行する。
【０１０８】
　ステップＳ５２５
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　充電中に充電未完了の状態で充電器４～６の受電用プラグ４０１～６０１が出力用コン
セント１０２～１０４から抜き取られていないかどうかを判定する。この判定は、充電器
接続有無検出回路１０９の検出信号を確認することによって行うことができる。抜き取ら
れていれば、充電異常（３）発生と判定する。
【０１０９】
　ステップＳ５２６
　充電異常（３）が発生したときには、当該出力用コンセント１０２～１０４に対応する
充電表示灯の赤ＬＥＤを点滅させると共に対応する電磁スイッチ１０７１～１０７３を遮
断（接点をＯＦＦ）する制御処理を実行する。そして、ステップＳ５１８に移って充電異
常（３）に基づく制御処理情報をＷｅｂコントローラ１１４に通知する制御を行う。
【０１１０】
　ステップＳ５２７
　ステップＳ５１４において、出力用コンセント１０２～１０４に流入する電流の合計が
３０Ａを超えているときには、商用電源配線回路の負荷電流が過電流であることから、充
電異常（４）と判定する。
【０１１１】
　ステップＳ５２８
　充電異常が発生したときには、該当する出力用コンセント１０２～１０４に対応する充
電表示灯の赤ＬＥＤを点滅させると共に対応する電磁スイッチ１０７１～１０７３を遮断
（接点をＯＦＦ）する制御処理を実行する。そして、ステップＳ５１８に移って充電異常
（４）に基づく制御処理情報をＷｅｂコントローラ１１４に通知する制御を行う。
【０１１２】
　図１１は、Ｗｅｂコントローラ１１４が実行する監視モードの制御処理（ステップＳ８
）を具体的に示すフローチャートである。
【０１１３】
　各コンセント１０２（１），１０３（２），１０４（３）に対応する電流検出信号（ス
テップＳ４０６の出力）がＯＮかＯＦＦか、１次側電圧検出信号がＯＮ（停電）、ＯＦＦ
（停電復帰）かどうかを監視して行う制御処理である。
【０１１４】
　ステップＳ８０１
　コンセント（１）１０２に対応する電流検出信号がＯＮかどうかを判定して処理を分岐
する。
【０１１５】
　ステップＳ８０２
　コンセント（１）１０２が負荷状態であることを知らせるＥ－メールを作成して送信す
ると共に該状態を表示する表示灯を点灯する。
【０１１６】
　ステップＳ８０３
　コンセント（１）１０２に対応する電流検出信号がＯＦＦかどうかを判定して処理を分
岐する。
【０１１７】
　ステップＳ８０４
　コンセント（１）１０２が無負荷状態になったことを知らせるＥ－メールを作成して送
信すると共に表示灯を消灯する。
【０１１８】
　ステップＳ８０５
　コンセント（２）１０３に対応する電流検出信号がＯＮかどうかを判定して処理を分岐
する。
【０１１９】
　ステップＳ８０６
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　コンセント（２）１０３が負荷状態であることを知らせるＥ－メールを作成して送信す
ると共に該状態を表示する表示灯を点灯する。
【０１２０】
　ステップＳ８０７
　コンセント（２）１０３に対応する電流検出信号がＯＦＦかどうかを判定して処理を分
岐する。
【０１２１】
　ステップＳ８０８
　コンセント（２）１０３が無負荷状態になったことを知らせるＥ－メールを作成して送
信すると共に表示灯を消灯する。
【０１２２】
　ステップＳ８０９
　コンセント（３）１０４に対応する電流検出信号がＯＮかどうかを判定して処理を分岐
する。
【０１２３】
　ステップＳ８１０
　コンセント（３）１０４が負荷状態であることを知らせるＥ－メールを作成して送信す
ると共に該状態を表示する表示灯を点灯する。
【０１２４】
　ステップＳ８１１
　コンセント（３）１０４に対応する電流検出信号がＯＦＦかどうかを判定して処理を分
岐する。
【０１２５】
　ステップＳ８１２
　コンセント（３）１０４が無負荷状態になったことを知らせるＥ－メールを作成して送
信すると共に表示灯を消灯する。
【０１２６】
　ステップＳ８１３
　電圧検出回路１１１の検出信号がＯＮ（停電）かどうかを判定して処理を分岐する。
【０１２７】
　ステップＳ８１４
　停電が発生すると内部補助バッテリー１１０５による給電が自動的に開始される。
【０１２８】
　ステップＳ８１５
　停電が発生したことを報知するメールを作成して送信する。
【０１２９】
　ステップＳ８１６
　停電が回復して検出信号がＯＦＦになったかどうかを判定して処理を分岐する。
【０１３０】
　ステップＳ８１７
　停電が回復して検出信号がＯＮになると、停電回復メールを作成して送信する。
【０１３１】
　ステップＳ８１８
　停電が発生してから所定時間経過したかどうかを判定して処理を分岐する。
【０１３２】
　ステップＳ８１９
　停電状態が所定時間回復しないときには、ラッチングリレー１１０７をＯＦＦにして内
部補助バッテリー１１０５による給電を遮断する。
【０１３３】
　図１２は、Ｗｅｂコントローラ１１４が実行する充電モードの制御処理（ステップＳ９
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）を具体的に示すフローチャートである。この制御処理は、内部制御回路１１２から受信
した各コンセント１０２（１），１０３（２），１０４（３）に対応する報知情報と１次
側電圧検出信号がＯＮ（停電）、ＯＦＦ（停電復帰）かどうかを監視して行う制御処理で
ある。
【０１３４】
　ステップＳ９０１
　コンセント（１）１０２に対応する状態検出情報が「充電中」かどうかを判定して処理
を分岐する。
【０１３５】
　ステップＳ９０２
　コンセント（１）１０２に対応する状態検出情報が「充電完了」かどうかを判定して処
理を分岐する。
【０１３６】
　ステップＳ９０３
　コンセント（１）１０２に対応する状態検出信号が「充電異常」かどうかを判定して処
理を分岐する。
【０１３７】
　ステップＳ９０４
　コンセント１０２～１０４に流れる全電流が「過電流」（充電異常４）かどうかを判定
して処理を分岐する。
【０１３８】
　ステップＳ９０５
　コンセント（２）１０３に対応する状態検出情報が「充電中」かどうかを判定して処理
を分岐する。
【０１３９】
　ステップＳ９０６
　コンセント（２）１０３に対応する状態検出情報が「充電完了」かどうかを判定して処
理を分岐する。
【０１４０】
　ステップＳ９０７
　コンセント（２）１０３に対応する状態検出信号が「充電異常」かどうかを判定して処
理を分岐する。
【０１４１】
　ステップＳ９０８
　コンセント１０２～１０４に流れる全電流が「過電流」（充電異常４）かどうかを判定
して処理を分岐する。
【０１４２】
　ステップＳ９０９
　コンセント（３）１０４に対応する状態検出情報が「充電中」かどうかを判定して処理
を分岐する。
【０１４３】
　ステップＳ９１０
　コンセント（３）１０４に対応する状態検出情報が「充電完了」かどうかを判定して処
理を分岐する。
【０１４４】
　ステップＳ９１１
　コンセント（３）１０４に対応する状態検出信号が「充電異常」かどうかを判定して処
理を分岐する。
【０１４５】
　ステップＳ９１２
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　コンセント１０２～１０４に流れる全電流が「過電流」（充電異常４）かどうかを判定
して処理を分岐する。
【０１４６】
　ステップＳ９１３
　上述した判定処理（ステップＳ９０１～ステップＳ９１２）において「有り」（ＹＥＳ
）のときには、その旨の状態通知メールを作成して送信する。
【０１４７】
　ステップＳ９１４
　上述した判定処理（ステップＳ９０１～ステップＳ９１２）において「無し」（ＮＯ）
のときには、電圧検出回路１１１の検出信号がＯＮ（停電）かどうかを判定して処理を分
岐する。
【０１４８】
　ステップＳ９１５
　停電が発生すると内部補助バッテリー１１０５による給電が自動的に開始される。
【０１４９】
　ステップＳ９１６
　停電が発生したことを報知するメールを作成して送信する。
【０１５０】
　ステップＳ９１７
　停電が回復して検出信号がＯＦＦになったかどうかを判定して処理を分岐する。
【０１５１】
　ステップＳ９１８
　停電が回復して検出信号がＯＮになると、停電回復メールを作成して送信する。
【０１５２】
　ステップＳ９１９
　停電が発生してから所定時間経過したかどうかを判定して処理を分岐する。
【０１５３】
　ステップＳ９２０
　停電状態が所定時間回復しないときには、ラッチングリレー１１０７をＯＦＦにして内
部補助バッテリー１１０５による給電を遮断する。
【実施例２】
【０１５４】
　実施例１における給電制御装置１は、充電器以外の負荷（電気機器）を接続して使用す
ることができる。この場合には、内部制御回路１１２及びＷｅｂコントローラ１１４は、
監視モードのみで機能することになる。
【図面の簡単な説明】
【０１５５】
【図１】本発明の実施例１の蓄電池充電システムの機能ブロック図である。
【図２】本発明の実施例１における電源スイッチの具体的な構成を示す回路図である。
【図３】本発明の実施例１における電流検出回路の具体的な構成を示す回路図である。
【図４】本発明の実施例１における通電切り換え・過電流保護回路と過電流遮断器の具体
的な構成を示す回路図である。
【図５】本発明の実施例１における充電器接続有無検出器の具体的な構成を示す回路図で
ある。
【図６】本発明の実施例１における内部電源回路の具体的な構成を示す回路図である。
【図７】本発明の実施例１における充電電流特性を示す曲線図である。
【図８】本発明の実施例１における運転制御の全体的な制御処理のフローチャートである
。
【図９】本発明の実施例１における内部制御回路が実行する監視モードの制御処理を具体
的に示すフローチャートである。
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【図１０】本発明の実施例１における内部制御回路が実行する充電モードの制御処理を具
体的に示すフローチャートである。
【図１１】本発明の実施例１におけるＷｅｂコントローラが実行する監視モードの制御処
理を具体的に示すフローチャートである。
【図１２】本発明の実施例１におけるＷｅｂコントローラが実行する充電モードの制御処
理を具体的に示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１５６】
　１…給電制御装置、１０１…受電用プラグ、１０２～１０４…出力用コンセント、１０
５…電源スイッチ、１０６…電流検出回路、１０７…通電切換え・過電流保護回路、１０
８…通電切換え・過電流保護回路、１０９…充電器接続有無検出器、１１０…内部電源回
路、１１１…電圧検出回路、１１２…内部制御回路、１１３…各種入力スイッチ、１１４
…Ｗｅｂコントローラ、１１５…各種表示器、２…商用電源、３…コンセント、４～６…
充電器、４０１，５０１，６０１…受電用プラグ、７～９…蓄電池。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】
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